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　公　　 告

熊本県公告第 781 号
　特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成 ��
年法律第 �号）第 ��条第 �項の規定により次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 申請年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
２　 名称
　　 特定非営利活動法人しらかわアジェンダ・ディシー二十一
３　 代表者の氏名
　　 岩尾　 隆雅
４　 主たる事務所の所在地
　　 熊本県熊本市野口四丁目 �番 ��号
５　 定款に記載された目的
　　 この法人は、不特定多数の者に対して、環境の保全を図る活動、子供の健全育成を図
　る活動、に関する事業を行い、不特定多数の者に対して利益の増進に寄与することを目
　的とする。

熊本県公告第 782 号
　山鹿市山鹿市土地改良区理事長河村修から土地改良事業施行認可の申請があったので、
審査し平成 ��年 ��月 ��日付けで施行を適当と決定したから、土地改良法（昭和 ��年法
律第 ���号）第 ��条第 �項において準用する同法第 �条第 �項の規定により、次のとおり
関係書類を縦覧に供する。利害関係人で異議のあるものは、縦覧期間満了後 ��日以内に申
し出られたい。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 縦覧の期間
　　 平成 ��年 ��月 ��日から
　　 平成 ��年 ��月 ��日まで
２　 縦覧の場所　 山鹿市役所
　　　　　　　　 山鹿市土地改良区事務所
３　 縦覧に供する書類の名称
　　 杉・寺島地区土地改良事業（農業用道路）計画書の写し

熊本県公告第 783 号
　山鹿市山鹿市土地改良区理事長河村修から土地改良事業施行認可の申請があったので、
審査し平成 ��年 ��月 ��日付けで施行を適当と決定したから、土地改良法（昭和 ��年法
律第 ���号）第 ��条第 �項において準用する同法第 �条第 �項の規定により、次のとおり
関係書類を縦覧に供する。利害関係人で異議のあるものは、縦覧期間満了後 ��日以内に申
し出られたい。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 縦覧の期間
　　 平成 ��年 ��月 ��日から
　　 平成 ��年 ��月 ��日まで
２　 縦覧の場所　 山鹿市役所
　　　　　　　　 山鹿市土地改良区事務所
３　 縦覧に供する書類の名称
　　 津留地区土地改良事業（農業用道路）計画書の写し

　

　登載依頼

熊本県教育委員会告示第 6 号
　熊本県文化財保護条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）第 ��条第 �項の規定により、次
の文化財を熊本県指定重要民俗文化財に指定する。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　 熊本県教育委員会委員長職務代理者　 岡　 畑　　 寛
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熊本地域保健医療推進協議会公告第 1 号
　熊本地域保健医療推進協議会を、次のとおり開催する。
　　 平成 ��年 ��月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　 熊本地域保健医療推進協議会　 会長　 豊田　 大徳
１　 開催日時
　　 平成 ��年 ��月 ��日（金）　 午後 �時から午後 �時まで
２　 開催場所
　　 メルパルク熊本　 平成の間
３　 議題
　（１）　 第 �次熊本地域保健医療計画素案について
　（２）�その他
４　 傍聴者の定員
　　 ��人
５　 傍聴手続
　（１）　 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付のうえ、
　　　 事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。
　（２）　 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。
６　 問い合わせ先
　　 熊本市水前寺 ������
　　 熊本地域保健医療推進協議会事務局（熊本県健康福祉部健康福祉政策課）
　　（電話 �������������　 内線 ����）
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重要民俗文化財種　　別

宇土雨乞い大太鼓及び関係資料名　称

��（太鼓��基、油単�点、鉦�点、古記録�点）員　数

熊本県宇土市宮庄町�����　宇土市大太鼓収蔵館所在地

熊本県宇土市新小路町��　宇土市教育委員会内

宇土雨乞い大太鼓保存会
管理団体
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